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京都市市民協働発電制度の運営に関する協定書 

 

 京都市（以下「甲」という。）と一般社団法人市民エネルギー京都（以下「乙」とい

う。）は，市民等の出資等により第４条第１項に規定する公共施設の屋根等（以下「設

置場所」という。）に太陽光発電設備を設置する京都市市民協働発電制度（以下「本制

度」という。）の運営に関し，次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は，制度実施期間，本制度の運営に関する甲の役割及び乙の役割，義務

等を取り決めることにより，本制度の運営が円滑かつ効率的に行われることを目的と

する。 

 

（制度実施の指針） 

第２条 甲及び乙は，次の各号に掲げる事項に従って本制度を実施するものとする。 

 ⑴ 本協定 

 ⑵ 京都市市民協働発電制度運営主体募集要項 

 ⑶ 京都市市民協働発電制度運営主体募集の応募書類 

 ⑷ 京都市公有財産及び物品条例並びに京都市公有財産規則に基づく，行政財産の使

用許可の内容 

２  乙の役割分担は，本協定に定めるものに従うものとする。なお，本協定と，第１

項第２号及び第３号に定める書類の内容に相違がある場合には，本協定を優先するも

のとし，本協定に定めのない事項は，甲乙の協議により内容を決定するものとする。 

３ 前項の役割に基づき，乙は，履行責任を負うものとする。 

  

（制度実施期間） 

第３条 本制度の実施期間は平成２４年１２月２８日から平成４５年３月３１日まで

とする。（以下「本制度実施期間」という。） 

２ 甲は，京都市公有財産及び物品条例並びに京都市公有財産規則に基づく使用許可の

判断を行うに当たり，乙が前項に規定する本制度実施期間にわたり，本制度を実施す

ることができることを考慮するものとする。 

 

（設置場所） 

第４条 設置場所は以下の２箇所とする 

 ⑴ 山科まち美化事務所 庁舎屋根及び敷地 

   （住所：京都市山科区小野弓田町３） 
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   （太陽光発電設備の総定格出力：４８．６９ｋｗ） 

 ⑵ 京都市地域特産物需要拡大センター（道の駅ウッディー京北）施設屋根及び敷地 

   （住所：京都市右京区京北周山町上寺田 1-1） 

   （太陽光発電設備の総定格出力：１８．２１ｋｗ） 

 

（安全性の確保） 

第５条 乙は，本制度実施の安全性を継続して確保するものとし，緊急時には，迅速に

対応するものとする。 

 

（大規模災害時における支援） 

第６条 乙は，次の各号に掲げる事項を実施し，大規模災害時において設置場所で発電

した電力を京都市及び京都市民等のために提供するものとする。 

 ⑴ 各設置場所について，昼間時の日射がある条件で使用可能である，交流の電圧２

００／１００Ｖ用コンセントを１口以上設置するものとする。 

 ⑵ 前号のコンセントが使用可能となる操作を行うものとする。 

 ⑶ 本条の大規模災害の定義，及び第 1 号に規定するコンセントの使用方法について，

別途定めるものとする。 

２ 乙は，大規模災害時の電源利用に当たり，迅速に対応するものとする。 

 

（報告） 

第７条 乙は，次の各号に掲げる事項を甲の求めに応じて甲に報告するものとする。な

お，報告の様式，詳細な項目及び報告時期は，別途甲乙協議の上で決定するものとす

る。 

 ⑴ 発電量 

 ⑵ 売電の額，運転経費，維持管理費及び公租等の収支 

 ⑶ 施工時及び発電開始後に発生した事故や維持管理上の障害等 

２ 前項について，甲は公表することができるものとする。ただし，前項第３号の公表

内容については甲乙協議のうえで決定するものとする。 

 

（破綻による遂行不能） 

第８条 債務超過等により乙が破綻し，本制度が遂行できなくなった場合，乙は，第１

１条の規定を準用し，設置場所の原状復旧を行うものとする。 

 

（不可抗力による遂行不能） 

第９条 天災地変等の不可抗力又はその他乙の責めに帰さない事由により，本制度が遂

行できない場合，甲及び乙ともに損害賠償請求権は発生しないものとし，乙は，第１
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１条の規定を準用し，設置場所の原状復旧を行うものとする。 

 

（乙の責めに帰すべき事由による遂行不能） 

第１０条 次の各号に掲げる事項により本制度が遂行できない場合，乙は，第１１条の

規定を準用し，設置場所の原状復旧を行うものとする。 

 ⑴ 京都市市民協働発電制度運営主体募集要項，京都市市民協働発電制度運営主体募 

集の応募書類に記載された事項に対しての不履行が認められる場合 

 ⑵ その他乙の責めに帰すべき事由により，本制度が遂行できない場合 

 

（制度実施期間終了後の取扱い） 

第１１条 第３条に定める本制度実施期間終了の翌日から起算して１年を経過するま

で又は甲乙で別途協議し定める日までに，乙は，乙の負担と責任において太陽光発電

設備を速やかに撤去し，設置場所の原状復旧を行うものとする。 

２ 甲は，甲乙が協議により合意した場合，乙に対し，本制度実施期間終了後も太陽光

発電設備の存置を指示することができるものとする。なお，存置する場合，太陽光発

電設備の管理運営等に関する必要な事項について，甲乙で協議のうえ，定めるものと

する。 

 

（損害賠償責任） 

第１２条 次の各号に掲げる事項において損害が生じた場合，乙は，その損害を賠償す

るものとする。 

 ⑴ 乙が設置場所を破損，滅失した場合 

 ⑵ 太陽光発電設備の故障により送電網に影響を与えた場合 

 ⑶ 太陽光発電設備の設置及び運営に関する瑕疵により，設置場所の利用者又は第三 

  者に損害を与えた場合 

 ⑷ その他，乙の責めに帰すべき事由により，設置場所の利用者又は第三者に損害を

与えた場合 

２ なお，乙は，前項の損害の賠償に備え，損害保険及び賠償責任保険に加入するもの 

 とする。 

 

（所管裁判所） 

第１３条 本協定に関する紛争は，京都地方裁判所を第１審の専属管轄裁判所とするも 

 のとする。 

 

（有効期間） 

第１４条 本協定の有効期間は，協定締結の日から平成４５年３月３１日までとする。 
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（その他） 

第１５条 本協定の解釈に疑義が生じた事項，本協定に定めのない事項及び協定の定め 

 る事項を変更する必要がある場合，甲乙で協議のうえ，その都度定めるものとする。 

 

 本協定の締結を称するため，本協定書を２通作成し，甲及び乙がそれぞれ記名及び押

印のうえ，各々１通を保有するものとする。 

 

平成２５年２月１５日 

 

    甲  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

       京都市 

 京都市長  門川 大作 

 

    乙  京都府京都市下京区高倉高辻下ル葛籠屋町５１５－１ 

       一般社団法人 市民エネルギー京都 

 代表理事  田浦 健朗      


